
１　指定給水装置工事事業者の新規申請のフロー

新規申請の提出 申請書・届出書の受付

①指定給水装置工事事業者

　指定申請書一式 形式チェック

④給水装置工事主任技術者

　選任・解任届出書一式

受付証発行（ﾒｰﾙ・FAX）

申請書・届出書の修正 申請書・届出書の審査（確認）

書類審査の完了(OK)

申請書・届出書のPDF作成 申請書・届出書のPDF送付

　当初は添付書類含め全て送付

　将来、添付書類は閲覧で対応も

データ 申請書・届出書の原本保管 給水装置工事事業者

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

　・事業者等のﾃﾞｰﾀ入力

　･申請書・届出書PDFﾃﾞｰﾀ 将来

入力 閲覧

申請書・届出書のPDF印刷

指定の事務手続・決裁（指定日）

指定給水装置工事

　　　事業者証の準備

指定の連絡または通知の受領 指定の連絡または通知

指定手数料の納付書の受領 指定手数料の納付書の発行

指定手数料の納付 指定手数料の納金の確認

事業者証の受領 指定給水装置工事事業者証の交付

指定の事務の完了

指定に伴う事業者ﾃﾞｰﾀ

（指定日、番号等）送付

指定の公示

※④の選任届出書の日付は指定日

事業者ﾃﾞｰﾀ受領・追加入力

給水装置工事事業者

データ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

　・事業者等のﾃﾞｰﾀ入力 最新情報閲覧・出力

　･申請書・届出書PDFﾃﾞｰﾀ

手続

審査

指定

指定を受けようとする者
（給水装置工事事業者）

指定を受けようとされる各市町村
（水道事業者）事務手続き システム

公益社団法人日本水道協会奈良県支部

申請
（届
出）

※原則は全て日水協奈良県支部受付と
する。但し、一発屋で申請市町村で申請
するとして対応困難な場合、例外的に市
町村受付も可能。指定後、支部に連絡、
申請書類一式送付し支部で保管。

※奈良県では「指定申請書」と併せて「選
任届出書」を提出。


